
これでわかる企業のGDPR対策

GDPRとは、General Data Protection Regulation= 一般データ保護規則の略称です。
EEA( 欧州経済領域) において、個人データの保護ルールを可能な限り統一するための規則であり、
また、従前のEUデータ保護指令や諸外国の法律に比して、厳格な規制が設けられております。
GDPRはEEA域内に支店などがなくても、日本企業に適用があり得ます。
GDPRが適用された場合、GDPRで求められる内容の個人データを適切に廃棄する措置を講じない

となりません。御社の個人データ廃棄対策は万全ですか？

東京都中央区八丁堀 4-6-1 八丁堀センタービル2F ｜ TEL : 03-6858-1611（代表） ｜ www.meikoshokai.co.jp

平日9:00-17:00 受付 / 土日祝日休み

日時

申込方法 FAXまたは弊社担当営業宛にお申し込みください。 FAX : 03-6891-1417

お問い合わせ TEL: 03-6858-3171お問い合わせはお電話にてお問い合わせください。

オットーマンフレッド倉雄弁護士
ドウェイン・モリス法律事務所

2018年 月 日（木）

定員

会場 アットビジネスセンター東京駅 ３階３０５号室
〒104-0031 東京都中央区京橋1-11-2 八重洲MIDビル 3階

先着 名様50

10 18

講師

16：00～17：30

※裏面地図参照

受 講
無 料

国家機密から心の秘密まで。

General Data Protection Regulation：EU一般データ保護規則

杉田 昌平弁護士
センチュリー法律事務所

■講師プロフィール

杉田 昌平
2010年３月慶應義塾大学
大学院法務研究科修了。
名古屋大学大学院法学研究科特任講師
（ハノイ法科大学内日本法教育研究センター）等を
経て、現在、東南アジアを中心とする渉外業務に従事。

名古屋大学大学院法学研究科研究員、慶應義塾大学大学院
法務研究科・グローバル法研究所（KEIGLAD）研究員、ハノイ
法科大学客員研究員。

オットーマンフレッド倉雄
ニューヨーク州弁護士、
ベトナム登録外国人弁護士。
米国テンプル大学ビーズリー・ロースクール及び
桐蔭横浜大学法学部卒業。The Legal 500 の2018年アジア太平洋
地域ガイドは、オットー氏をコーポレート・M&A 部門において数少
ない「Next Generation Lawyers」として推薦しています。ニューヨー

ク、ロンドン、東京及びフランクフルトでの勤務経験を得てホーチ
ミンに常駐し、日本語、ドイツ語、英語が流暢な国際派弁護士。


